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一般競争（指名競争）契約参加者の資格基準 

 

 

政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手

続規程第４条第１項に規定する審査及び社会保険診療報酬支払基金における一般

会計規程実施細則第４１条等に規定する一般競争及び指名競争（以下「一般競争

等」という。）に参加することができる者の資格を、次のとおり定めることとする。 

 

第１章 建設工事 

 

（一般競争等参加者の資格） 

第１条 建設工事の一般競争等に参加することができる者は、厚生労働省が定め

る建設工事の競争参加資格を得た者であって、別表による土木工事業又は建築

工事業（以下「総合工事業者」という。）及び同表の土木工事業又は建築工事業

以外の工事（以下「専門工事業者」という。）の区分に従い、次の表の建設工事

の予定価格に応じて、それぞれ同表の等級に格付けされる資格を有するものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般競争等に参加することができない者） 

第２条 建設工事の一般競争等には、次の各号の一に該当する者は参加すること

ができないものとする。 

一 当該契約を締結する能力を有しない者 

二 破産者で復権を得ない者 

三 建設業法第３条に基づく都道府県知事の許可を受けていない者 

 

 

区分 建設工事の予定価格 等級 

総
合
工
事
業
者 

3億円以上 Ａ 

6,000万円以上      3億円未満 Ｂ 

 2,000万円以上  6,000万円未満 Ｃ 

  2,000万円未満 Ｄ 

専
門
工
事
業
者 

  5,000万円以上 Ａ 

 1,300万円以上   5,000万円未満 Ｂ 

  400万円以上  1,300万円未満 Ｃ 

                     400万円未満 Ｄ 
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（一般競争等に参加させないことができる者) 

第３条 契約事務取扱責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、そ

の事実があった後２年間、建設工事の一般競争等に参加させないことができる

ものとする。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者について

も、また同様とするものとする。 

一 契約の履行に当たり故意に工事を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量

に関して不正な行為をした者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益

を得るために連合した者 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

六 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

七 厚生労働省の競争参加資格にかかる申請書及び添付書類に虚偽の事実を

記載した者 

八 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

 

第４条 削除 

 

（一般競争等参加資格審査申請書等の受付） 

第５条 厚生労働省の定めるところによる。 

 

第６条 削除 

 

第７条 削除 

 

第８条 削除 

 

第９条 削除 

 

（資格の等級の決定） 

第１０条 厚生労働省の定めるところによる。 

 

第１１条 削除 

 

（資格の有効期間） 

第１２条 厚生労働省の定めるところによる。 
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第１３条 削除 

 

（入札参加資格の指定） 

第１４条 契約事務取扱責任者は、建設工事の一般競争等の入札を行うときは、

第１条による予定価格に対応する等級を入札参加者の資格として指定するも

のとする。ただし、必要がある場合において当該等級に加え、上位及び下位の

等級を入札参加者の資格として指定することができるものとする。 

 

 

第２章 測量・建設コンサルタント等 

 

（一般競争等参加者の資格） 

第１５条 測量・建設工事コンサルタント等（以下「測量等」という。）の一般競

争等に参加することができる者は、厚生労働省が定める測量等業務の競争契約

の参加資格を得た者であって、次の表の予定価格に応じて、それぞれ同表の等

級に格付けされる資格を有するものとする。 

業 種 区 分 予 定 価 格 等級 

測    量 

建築コンサルタント等 

 

 1,000万円以上 Ａ 

   300万円以上 1,000万円未満 Ｂ 

                  300万円未満 Ｃ 

 

（一般競争等に参加することができない者） 

第１６条 測量等の一般競争等には、次の各号の一に該当する者は参加すること

ができないものとする。 

一 当該契約を締結する能力を有しない者 

二 破産者で復権を得ない者 

三 営業に関し法律上資格を必要とするものについては、当該資格を有しない   

 者 

 

（一般競争等に参加させないことができる者) 

第１７条 契約事務取扱責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、

その事実があった後２年間、測量等の一般競争等に参加させないことができる

ものとする。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者について

も、また同様とするものとする。 

一 契約の履行に当たり故意に測量等を粗雑にした者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益
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を得るために連合した者 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

六 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

七 厚生労働省の競争参加資格にかかる申請書及び添付書類に虚偽の事実を

記載した者 

八 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

 

第１８条 削除 

 

（一般競争等参加資格審査申請書等の受付） 

第１９条 厚生労働省の定めるところによる。 

 

第２０条 削除 

 

第２１条 削除 

 

第２２条 削除 

 

第２３条 削除 

 

（資格の等級の決定） 

第２４条 厚生労働省の定めるところによる。 

 

第２５条 削除 

 

（資格の有効期間） 

第２６条 厚生労働省の定めるところによる。 

 

第２７条 削除 

 

（入札参加資格の指定） 

第２８条 契約事務取扱責任者は、測量等の一般競争等の入札を行うときは、第

１５条による予定価格に対応する等級を入札参加者の資格として指定するも

のとする。ただし、必要がある場合において当該等級に加え、上位及び下位の

等級を入札参加者の資格として指定することができるものとする。 
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第３章 物品の製造等 

 

（一般競争等参加者の資格） 

第２９条 物品の製造等の一般競争等に参加することができる者は、全省庁統一

資格の定めによる物品の製造・販売等、役務の提供等及び物品の買受け（以下

「物品製造等」という。）の競争参加資格を得た者であって、次の表の物品の製

造等の種類に従い、それぞれの予定価格の範囲に応じた等級に格付けされる資

格を有するものとする。 

資格の種類 予 定 価 格 の 範 囲 等級 

物 品 の 製 造 

3,000万円以上 Ａ 

2,000万円以上 3,000万円未満 Ｂ 

400万円以上 2,000万円未満 Ｃ 

400万円未満 Ｄ 

物 品 の 販 売 

3,000万円以上 Ａ 

1,500万円以上 3,000万円未満 Ｂ 

300万円以上 1,500万円未満 Ｃ 

300万円未満 Ｄ 

役務の提供等 

3,000万円以上 Ａ 

1,500万円以上 3,000万円未満 Ｂ 

300万円以上 1,500万円未満 Ｃ 

300万円未満 Ｄ 

物品の買受け 

1,000万円以上 Ａ 

200万円以上 1,000万円未満 Ｂ 

200万円未満 Ｃ 

 

（調達する物品等の種類） 

第３０条 全省庁統一資格の定めるところによる。 

 

（一般競争等に参加することができない者） 

第３１条 物品製造等の一般競争等には、次の各号の一に該当する者は参加する

ことができないものとする。 

一 当該契約を締結する能力を有しない者 

二 破産者で復権を得ない者 

 

（一般競争等に参加させないことができる者) 

第３２条 契約事務取扱責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、

その事実があった後２年間、物品製造等の一般競争等に参加させないことがで

きるものとする。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ

いても、また同様とするものとする。 

一 契約の履行に当たり故意に製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量
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に関して不正な行為をした者 

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益

を得るために連合した者 

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

六 前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を、契約の履行

に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

七 全省庁統一資格にかかる申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載した者 

八 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者 

 

第３３条 削除 

 

（一般競争等参加資格審査申請書の受付） 

第３４条 全省庁統一資格の定めるところによる。 

 

第３５条 削除 

 

第３６条 削除 

 

第３７条 削除 

 

第３８条 削除 

 

（資格の等級の決定） 

第３９条 全省庁統一資格の定めるところによる。 

 

第４０条 削除 

 

（資格の有効期間） 

第４１条 全省庁統一資格の定めるところによる。 

 

第４２条 削除 

 

（入札参加資格の指定） 

第４３条 契約事務取扱責任者は、物品製造等の一般競争等の入札を行うときは、

第２９条による予定価格に対応する等級を入札参加者の資格として指定する

ものとする。ただし、必要がある場合においては、当該等級に加え、物品の製
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造、物品の販売及び役務の提供等にあっては、予定価格に対応する等級がＡ等

級の場合は二級下位の「Ｂ、Ｃ」を、Ｂ等級の場合は上位及び下位の「Ａ、Ｃ」

を、Ｃ等級の場合は上位及び下位の「Ｂ、Ｄ」を、Ｄ等級の場合は二級上位の

「Ｂ、Ｃ」を、物品の買受けにあっては、上位又は下位のいずれか一方の等級

を入札参加者の資格として指定することができるものとする。 

 

 

別表 

 

建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第３条第２項の別表による 

工      事 工   事   業 

土木一式工事 土木工事業 

建築一式工事 建築工事業 

大工工事 大工工事業 

左官工事 左官工事業 

とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 

石工事 石工事業 

屋根工事 屋根工事業 

電気工事 電気工事業 

管工事 管工事業 

タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 

鋼構造物工事 鋼構造物工事業 

鉄筋工事 鉄筋工事業 

ほ装工事 ほ装工事業 

しゆんせつ工事 しゆんせつ工事業 

板金工事 板金工事業 

ガラス工事 ガラス工事業 

塗装工事 塗装工事業 

防水工事 防水工事業 

内装仕上工事 内装仕上工事業 

機械器具設置工事 機械器具設置工事業 

熱絶縁工事 熱絶縁工事業 

電気通信工事 電気通信工事業 

造園工事 造園工事業 

さく井工事 さく井工事業 

建具工事 建具工事業 

水道施設工事 水道施設工事業 

消防施設工事 消防施設工事業 

清掃施設工事 清掃施設工事業 

 

 

 


